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Ⅰ 再審査等請求関係用語 
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再審査等請求関係用語  

用語 説明 

1 原審査 
保険医療機関から請求があった診療報酬明

細書に対する審査 

2 再審査 

原審査後の診療報酬明細書に保険者、公費

実施機関又は保険医療機関が再度の審査を

申し出たものに対する審査 

3 
調剤報酬請求についての審査 

（突合再審査） 

保険者、公費実施機関が診療報酬明細書と

調剤報酬明細書を照合し、再度の審査を申

し出たものに対する審査 

4 再審査原審どおり 

再審査の結果、診療内容について保険者、

公費実施機関又は保険医療機関の申出に対

し原審査のとおりとしたもの 

5 再審査査定 

再審査の結果、診療内容について保険者、

公費実施機関又は保険医療機関の申出を認

めたもの 

6 審査返戻 
再審査の必要上、診療内容について保険医

療機関に返戻照会したもの 

7 資格関係 

請求されたレセプトの被保険者等の資格等

に関する保険者等の審査の結果、異議があ

るとする保険者等からの申出 

8 再審査等請求内訳票 
再審査申出時に、レセプト単位に貼付する

様式（様式第 901 号） 

9 

明細書返付依頼書・ 

明細書返付書 

（再審査・取下げ） 

支払基金から保険者等にレセプトの返付依

頼をする様式 

（レセプトを提出した保険医療機関等から

の、再審査又は取下げ依頼によりそのレセ

プトの返付依頼又は公費実施機関（併用レ

セプト）からの申出に対し返付依頼をする

もの） 
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用語 説明 

10 自県分 
保険者等と保険医療機関等の所在が同一の

都道府県に係るレセプト 

11 
他府県分 

（他県分） 

保険者等と保険医療機関等の所在が異なる

都道府県に係るレセプト 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 再審査等請求の流れ 
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1 資格関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保険医療機関等 

 

 

① 

資格関係誤りに対するレセ

プトの再審査等請求（取下

げ） 

※ 受付締日は原則 20 日。 

協会けんぽ・健保組合・共済組合・公費実施機関等 

 

 

④ 

  

 

② 

 

 

③ 

当月処理分レセプトと一緒

に、協会けんぽ等に再請求 

※ 保険医療機関等からの提

出翌月 10 日に再請求。 

翌月初旬に、保険医療機関等

にレセプトを返戻 

※ 受付月の翌月初旬。 

保険医療機関等で資格関係

誤り等を訂正 

※ 月遅れレセプトとして、

毎月 10 日までに提出。 
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2 診療内容・突合再審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協会けんぽ・健保組合・共済組合・公費実施機関等  

再審査結果入力 

② 支払基金の処理 ※ 受付月の翌月。 

審査委員会 

（再審査部会） 
保険医療機関等 

必要がある場合は、返戻 

 

 

① 

 
 
③ 

再審査処理済みレセプトと 

再審査等結果通知書等を送付 

※ 「②支払基金の処理」の翌

月 10 日。突合再審査は翌々

月 10 日。 

診療内容疑義申出レセプトの

再審査等請求 

※ 受付締日は原則 20 日。 
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3 公費実施機関からの連名簿による再審査等請求 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 連名簿による審査等請求 

（資格関係・診療内容・ 

突合再審査） 

※ 受付締日は原則 20 日。 

従たる公費実施機関等 

 

④ 

 

②  

③ 

協会けんぽ・健保組合・共済組合・主たる公費実施機関等  

明細書返付依頼書・明細書 

返付書を送付 

※ 受付月の原則翌月。 

再審査処理後、再審査等結果

通知書等を送付 

※ 再審査処理後の翌月 

10 日。 

返付依頼対象レセプトに明

細書返付書、再審査等内訳票

を添付し再審査請求 
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Ⅲ 電子媒体による再審査等請求 
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1 再審査等の請求形態 

再審査等の請求には、次の 3 種類があります。 

 

⑴ 資格関係等 

保険医療機関等から請求されたレセプトについて、そのすべてが保険給付

できないものに関する再審査等請求です。 

通常、支払基金では保険医療機関等にレセプトを返戻し、レセプト 1 件全

額が調整されます。 

 

⑵ 診療内容・事務上 

支払基金が行った審査結果に異議があるもの、又は、支払基金の事務処理

に誤りがあるもの（計数整理の誤りなど）に関する再審査等請求です。 

支払基金で再審査又は事務的な再確認を行い、その結果によりレセプトの

該当部分について調整又は原審どおりとして保険者等に返送、又は、保険医

療機関等へ返戻されます。 

なお、「診療内容に関するもの」と「固定点数誤り」の区分は、次のア及

びイのとおりです。 

ア 「診療内容に関するもの」 

算定されている点数が、その根拠である療養担当規則、診療報酬点数表

及び医療課長通知等の適用を誤っていると疑われるもの。 

イ 「固定点数誤り」 

算定されている点数が、診療報酬点数表等に定められた点数と相違して

いるもの。 

 

⑶ 調剤報酬請求についての審査請求 

処方せんを交付した保険医療機関の医科又は歯科レセプトと当該処方せ

んに係る保険薬局の調剤レセプトを患者単位で照合した結果、不適切な投薬

が行われていると考えられるものに関する再審査等請求です。 

医科又は歯科レセプト原本と調剤レセプト原本双方の提出が必要となる

突合再審査のことをいいます。 
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2 再審査等請求内訳票 

再審査等の請求形態ごとに、それぞれ必要な再審査等内訳票があります。 

再審査等請求内訳票は、個々のレセプトについての再審査等請求理由を明ら

かにするために作成するものです。保険者等の記載内容に基づいて再審査等の

処理を行います。 

 

⑴ 再審査等を請求するレセプト単位に請求理由を記載して貼付してください。 

使用する用紙及び記載内容は、次のアからウのとおり請求形態ごとに異なり

ます。 

 

ア 再審査等請求内訳票（その１）資格関係等    【Ｐ16 別紙 1】 

イ 再審査等請求内訳票（その２）診療内容・事務上【Ｐ17 別紙 2】 

ウ 調剤報酬請求についての審査請求内訳票    【Ｐ18 別紙 3】 

 

⑵ 再審査等請求内訳票は、レセプト原本 1 件 1 件に貼付してください。貼付

に当たっては、レセプトの傷病名欄が隠れないように貼付し、当該内訳票の

左上隅にホチキス止めしてください。 

ただし、突合再審査の場合は、医科又は歯科レセプト原本と調剤レセプト

原本のペアで請求となるため、審査請求内訳票は、医科又は歯科レセプトへ

添付してください。 

※ Ｐ19 『別紙 4 レセプトへの「再審査等請求内訳票」貼付箇所』 

 

 

3 明細書返付依頼書・明細書返付書 

保険医療機関等及び公費実施機関からの取下げ依頼、又は、再審査等請求に

より支払基金からレセプトの返付を依頼する場合があります。 

支払基金から送付された明細書返付依頼書・明細書返付書を確認の上、該当

レセプト原本に明細書返付書を添付し、早期返付にご協力願います。 

なお、該当レセプトの返付が困難な場合は、明細書返付書の摘要欄に理由を

記載し、明細書返付書のみ支払基金に送付願います。 

※ Ｐ20『別紙 5 明細書返付依頼書・明細書返付書「取下げ」』 

Ｐ21『別紙 6 明細書返付依頼書・明細書返付書 再審査「一次審査」・

「再審査」』 

Ｐ22『別紙 7 明細書返付依頼書・明細書返付書 再審査「突合再審査」』 

Ｐ23『別紙 8 レセプトへの「明細書返付書」貼付箇所』 
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4 再審査等請求書 

再審査等を請求するレセプトの件数を支払基金と保険者等が確認するため

に使用します。レセプトを請求形態ごとに取りまとめ、再審査等請求書に必要

事項を記載し、作成してください。 

※ Ｐ24 『別紙 9 再審査等請求書（電子媒体）』 

 

 

 

5 再審査等請求書の編綴 

再審査等請求書はレセプト最上部に添付し、自県・他県別に次の⑴から⑶の

順番で編綴してください。 

※ Ｐ25 『別紙 10 再審査等請求書（電子媒体）の編綴方法』 

 

⑴ 資格関係等（自県・他県別） 

ア 本人 

イ 家族（六歳）、家族 

ウ 高齢者（７割）、高齢者（一般） 

 

⑵ 診療内容・事務上（自県・他県別） 

ア 本人 

イ 家族（六歳）、家族 

ウ 高齢者（７割）、高齢者（一般） 

 

⑶ 突合再審査（自県・他県別）  ※ 調剤報酬請求についての審査請求 

ア 本人 

イ 家族（六歳）、家族 

ウ 高齢者（７割）、高齢者（一般） 
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再審査等請求内訳票（その 1）資格関係等 

※ 用紙が必要な場合は、所在地の支払基金支部へお問合せください。 

【再審査等請求内訳票（その 1）資格関係等の注意事項】 

① 保険者番号・公費実施機関番号を記載してください。 

② 整理番号は、保険者・公費実施機関で決められた整理番号（17 桁まで）を

記載してください。なお、少なくても 1 年間は同整理番号が重なることのな

いよう注意願います。 

③ 『 18 』 資格喪失後の受診（マイナ保険証を除く） 

資格喪失年月日及び証回収年月日を必ず記載してください。証未回収、証

回収前受診、証回収が月の途中等の場合は、保険医療機関の了解を得た上で

提出してください。なお、理由欄に了解を得た旨（連絡年月日、保険医療機

関担当者名等）を記載してください。 

記載のない場合は、原審どおりとして保険者等あてに一旦返送するので、

必要事項を記載の上で改めて再審査等請求してください。 

④ 『 19 』 重複請求 

重複請求の場合は、重複となるレセプト原本全ての提出が必要となります。

（レセプトは、必ず全てをまとめ、提出してください。）なお、再審査等請

求内訳票は、全てのレセプトに貼付してください。 

⑤ 『 24 』 その他 

項目番号 11～25（24 を除く。）に該当がない場合に使用します。使用され

る場合は、理由欄に再審査等請求内容を具体的に記載してください。 

⑥ 『 25 』 医療機関からの取下げ依頼による 

保険医療機関等からの取下げ依頼、又は、公費実施機関からの再審査等請

求（資格関係等）により支払基金から「取下げ」として返付依頼したもので

す。支払基金が送付した明細書返付書をレセプトに添付してください。 

※ Ｐ20 『別紙 5 明細書返付依頼書「取下げ」』 

Ｐ23 『別紙 8 レセプトへの「明細書返付書」貼付箇所』 

別紙 1 

① ② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

※ 申出番号をレ点チェックしてください。 

再審査等請求の理由番号については、「Ⅵ 再審査等請求内訳

票の理由番号と主な内容」。 
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④ 

再審査等請求内訳票（その 2）診療内容・事務上 

※ 用紙が必要な場合は、所在地の支払基金支部へお問合せください。 

【再審査等請求内訳票（その 2）診療内容・事務上の注意事項】 

① 保険者番号・公費実施機関番号を記載してください。 

② 整理番号は、保険者・公費実施機関で決められた整理番号（17 桁まで）を

記載してください。なお、少なくても 1 年間は同整理番号が重なることのな

いよう注意願います。 

③ 『 60 』 診療内容に関するもの 

請求理由欄に具体的に記載してください。 

再審査等請求レセプトに参考レセプトを添付する場合は、レセプト原本で

はなく、写レセプトに「写」の表示をして添付してください。 

④ 『 41 』 必要項目の記載もれ 

診療行為等に対するコメント等の記載がもれているものです。請求理由欄

に具体的に記載してください。 

⑤ 『 52 』 医療機関からの再審査請求による 

保険医療機関等からの再審査等請求、又は、公費実施機関からの再審査等

請求（診療内容等・突合再審査）により支払基金から「再審査」として返付

依頼したものです。支払基金が送付した明細書返付書をレセプト原本に添付

してください。 

※ Ｐ21『別紙 6  明細書返付依頼書 再審査「一次審査・再審査」』 

Ｐ22『別紙 7 明細書返付依頼書 再審査「突合再審査」』 

Ｐ23『別紙 8 レセプトへの「明細書返付書」貼付箇所』 

別紙 2 

① ② 

③ 

⑤ 

支払基金使用欄 ※ 記載不要。 

支払基金の再審査結果が記載されます。 

※  「Ⅷ 再審査等結果通知」参照。 

※ 申出番号をレ点チェックしてください。 

再審査等請求の理由番号については、「Ⅵ 

再審査等請求内訳票の理由番号と主な内

容」。 
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調剤報酬請求についての審査請求内訳票 

 

※ 用紙が必要な場合は、所在地の支払基金支部へお問合せください。 

【調剤報酬請求についての審査請求内訳票の注意事項】 

① 保険者番号・公費実施機関番号を記載してください。 

② 整理番号は、保険者・公費実施機関で決められた整理番号（17 桁まで）を

記載してください。なお、少なくても 1 年間は同整理番号が重なることのな

いよう注意願います。 

③ 再審査等の申出内容を明確に具体的に記載してください。 

調剤審査を請求する医科、歯科、又は、調剤レセプトに調剤審査以外の診

療内容（調剤技術料や薬学管理料に関するもの）に関する再審査請求事由が

あるときは、「調剤報酬請求についての審査請求内訳票」にその事由を併記

してください。支払基金で再審査も並行して行います。 

再審査等請求レセプトに参考レセプトを添付する場合は、レセプト原本で

はなく、写レセプトに「写」の表示をして添付してください。 

 

 

別紙 3 

※ 医科又は歯科レセプト原本と調剤レセプト

原本のペアで請求となるため、調剤報酬請求に

ついての審査請求内訳票は、医科又は歯科レセ

プトへ添付。  

① 
② 

③ 

支払基金使用欄 ※ 記載不要。 

支払基金の再審査結果が記載されます。 

※  「Ⅷ 再審査等結果通知」参照。 
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レセプトへの「再審査等請求内訳票」貼付箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 4 

レセプトに続紙がある場合の 

ホチキス止め位置 

傷病名欄が隠れないように貼付 

ホチキス止め位置 
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明細書返付依頼書・明細書返付書 「取下げ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

① 返付理由 取下げ 

保険医療機関等からの取下げ依頼、又は、公費実施機関からの再審査等請

求（資格関係等）により支払基金から「取下げ」として返付依頼したもので

す。支払基金が送付した明細書返付書をレセプト原本に添付して提出してく

ださい。 

※ Ｐ23『別紙 8 レセプトへの「明細書返付書」貼付箇所』 

 

② 摘要欄の使用について 

支払基金へ再審査依頼中等の理由によりレセプトの提出ができない場合

は、必ずその理由を記載して支払基金へ明細書返付書を返付してください。 

理由の記載がない場合は、明細書返付書を返却する場合があります。 

 

別紙 5 
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明細書返付依頼書・明細書返付書 再審査「一次審査」・「再審査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

① 返付理由 再審査 

保険医療機関等からの再審査等請求、又は、公費実施機関からの再審査等

請求（診療内容等）により支払基金から「再審査」として返付依頼したもの

です。支払基金が送付した明細書返付書をレセプト原本に添付して提出して

ください。 

※ Ｐ23『別紙 8 レセプトへの「明細書返付書」貼付箇所』 

 

② 摘要欄の使用について 

支払基金へ再審査依頼中等の理由によりレセプトの提出ができない場合

は、必ずその理由を記載して支払基金へ明細書返付書を返付してください。 

理由の記載がない場合は、明細書返付書を返却する場合があります。 

 

別紙 6 
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明細書返付依頼書・明細書返付書 再審査「突合再審査」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【注意事項】 

① 返付理由 再審査 

保険医療機関等からの再審査等請求、又は、公費実施機関からの再審査等

請求（突合再審査）により支払基金から「再審査」として返付依頼したもの

です。支払基金が送付した明細書返付書をレセプト原本に添付して提出して

ください。 

※ Ｐ23『別紙 8 レセプトへの「明細書返付書」貼付箇所』 

② 再審査等対象種別 突合再審査 

突合再審査の場合は、医科又は歯科レセプト原本と調剤レセプト原本のペ

アで提出となります。 

なお、ペアとなる調剤レセプトは、②※欄の医療機関分であるか確認願い

ます。 

③ 摘要欄の使用について 

支払基金へ再審査依頼中等の理由によりレセプトの提出ができない場合

は、必ずその理由を記載して支払基金へ明細書返付書を返付してください。 

理由の記載がない場合は、明細書返付書を返却する場合があります。 

別紙 7 



 - 23 - 

レセプトへの「明細書返付書」貼付箇所  

 

別紙 8 

クリップ又はホチキス止め位置 
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再審査等請求書（電子媒体） 

 

※ 用紙が必要な場合は、所在地の支払基金支部へお問合せください。 

 
 
 
 

作成した日付を記載 

再審査レセプトを提出する年月を記載 

保険者（実施機関）番号を記載 

保険者（実施機関）名を記載 

再審査レセプトの件数を記載 明細書返付書の添付されている 

レセプトの件数を再掲にて記載 

別紙 9 

⑴ 「調剤報酬請求についての審査請求内訳票」を貼付し

たレセプトの保険医療機関の所在する都道府県によっ

て、自県、他県を区別 

⑵ 医科又は歯科レセプトと調剤レセプト双方の審査結

果に異議があり、保険医療機関と保険薬局の所在する都

道府県が異なる場合は、保険医療機関の所在する都道府

県により、自県、他県を区別 

⑶ 再審査等請求書の件数欄の記入は、医科又は歯科レセ

プトと調剤レセプトをペアで 1 件として記入 

調剤報酬請求についての審査請求 
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再審査等請求書（電子媒体）の編綴方法 

 
 
 

 

                                  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【レセプトの編綴順序（上から）】 

 

資格関係 本人 

〃   家族（六歳）、家族 

〃   高齢者（７割）、高齢者（一般） 

 

 

資格関係 本人 

〃   家族（六歳）、家族 

〃   高齢者（７割）、高齢者（一般） 

 

 

診療内容・事務上 本人 

〃     家族（六歳）、家族 

〃     高齢者（７割）、高齢者（一般）  

 

 

診療内容・事務上 本人 

〃     家族（六歳）、家族 

〃     高齢者（７割）、高齢者（一般）  

 

 

突合再審査 本人 

〃    家族（六歳）、家族 

〃    高齢者（７割）、高齢者（一般） 

 

 

突合再審査 本人 

〃    家族（六歳）、家族 

〃    高齢者（７割）、高齢者（一般） 

別紙 10 

クリップ等止め位置 

再審査等請求書は、レセプト最上部に添付 

※ 詳しい記載方法は、Ｐ24。 

自

県

分 

他

県

分 

自

県

分 

他

県

分 

自

県

分 

他

県

分 
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Ⅳ ＯＣＲ様式による再審査等請求 
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1 再審査等の請求形態 

再審査等の請求には、次の 3 種類があります。 

 

⑴ 資格関係等 

保険医療機関等から請求されたレセプトについて、そのすべてが保険給付

できないものに関する再審査等請求です。 

通常、支払基金では保険医療機関等にレセプトを返戻し、レセプト 1 件全

額が調整されます。 

 

⑵ 診療内容・事務上 

支払基金が行った審査結果に異議があるもの、又は、支払基金の事務処理

に誤りがあるもの（計数整理の誤りなど）に関する再審査等請求です。 

支払基金で再審査又は事務的な再確認を行い、その結果によりレセプトの

該当部分について調整又は原審どおりとして保険者等に返送、又は、保険医

療機関等へ返戻されます。 

なお、「診療内容に関するもの」と「固定点数誤り」の区分は、次のア及

びイのとおりです。 

ア 「診療内容に関するもの」 

算定されている点数が、その根拠である療養担当規則、診療報酬点数表

及び医療課長通知等の適用を誤っていると疑われるもの。 

イ 「固定点数誤り」 

算定されている点数が、診療報酬点数表等に定められた点数と相違して

いるもの。 

 

⑶ 調剤報酬請求についての審査請求 

処方せんを交付した保険医療機関の医科又は歯科レセプトと当該処方せ

んに係る保険薬局の調剤レセプトを患者単位で照合した結果、不適切な投薬

が行われていると考えられるものに関する再審査等請求です。 

医科又は歯科レセプト原本と調剤レセプト原本双方の提出が必要となる

突合再審査のことをいいます。 
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2 再審査等請求内訳票 

再審査等の請求形態ごとに、それぞれ必要な再審査等内訳票があります。 

再審査等請求内訳票は、個々のレセプトについての再審査等請求理由を明ら

かにするために作成するものです。保険者等の記載内容に基づいて再審査等の

処理を行います。 

 

⑴ 再審査等を請求するレセプト単位に請求理由を記載して貼付してください。 

使用する用紙及び記載内容は、次のアからウのとおり請求形態ごとに異なり

ます。 

 

ア 再審査等請求内訳票（その１）資格関係等    【Ｐ32 別紙 11】 

イ 再審査等請求内訳票（その２）診療内容・事務上【Ｐ34 別紙 12】 

ウ 調剤報酬請求についての審査請求内訳票    【Ｐ36 別紙 13】 

 

⑵ 再審査等請求内訳票は、レセプト原本 1 件 1 件に貼付してください。貼付

に当たっては、レセプトの傷病名欄が隠れないように貼付し、当該内訳票の

左上隅にホチキス止めしてください。 

ただし、突合再審査の場合は、医科又は歯科レセプト原本と調剤レセプト

原本のペアで請求となるため、審査請求内訳票は、医科又は歯科レセプトへ

添付してください。 

※ Ｐ37『別紙 14 レセプトへの「再審査等請求内訳票」貼付箇所』 

 

⑶ レセプトに貼付した再審査等請求内訳票は、中央ミシン線に沿って谷折り

してください。 

 

3 明細書返付依頼書・明細書返付書 

保険医療機関等及び公費実施機関からの取下げ依頼、又は、再審査等請求に

より支払基金からレセプトの返付を依頼する場合があります。 

支払基金から送付された明細書返付依頼書・明細書返付書を確認の上、該当

レセプト原本に明細書返付書を添付し、早期返付にご協力願います。 

なお、該当レセプトの返付が困難な場合は、明細書返付書の摘要欄に理由を

記載し、明細書返付書のみ支払基金に送付願います。 

※ Ｐ38『別紙 15 明細書返付依頼書・明細書返付書「取下げ」』 

Ｐ39『別紙 16 明細書返付依頼書・明細書返付書 再審査「一次審査」・

「再審査」』 

Ｐ40『別紙 17 明細書返付依頼書・明細書返付書 再審査「突合再審査」』 

Ｐ41『別紙 18 レセプトへの「明細書返付書」貼付箇所』 
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4 再審査等請求書 

再審査等を請求するレセプトの件数を支払基金と保険者等が確認するため

に使用します。レセプトを請求形態ごとに取りまとめ、自県分・他府県分別に

再審査等請求書に必要事項を記載し、作成してください。 

なお、再審査等請求書は、次の⑴から⑶のとおり請求形態ごとに異なります。 

 

⑴ 再審査等請求書（資格関係等）   【Ｐ42 別紙 19】 

⑵ 再審査等請求書（診療内容・事務上）【Ｐ43 別紙 20】 

⑶ 調剤報酬請求についての審査請求書 【Ｐ44 別紙 21】 

 

5 再審査等請求書の編綴 

レセプトは、自県分・他府県分別に次の⑴から⑶の順番で編綴してください。 

※ Ｐ45 『別紙 22 再審査等請求書の編綴方法』 

 

⑴ 資格関係等（自県分・他府県分） 

ア 本人 

イ 家族（六歳）、家族 

ウ 高齢者（７割）、高齢者（一般） 

 

⑵ 診療内容・事務上（自県分・他府県分） 

ア 本人 

イ 家族（六歳）、家族 

ウ 高齢者（７割）、高齢者（一般） 

 

⑶ 突合再審査（自県分・他府県分） ※ 調剤報酬請求についての審査請求 

ア 本人 

イ 家族（六歳）、家族 

ウ 高齢者（７割）、高齢者（一般） 
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 再審査等請求内訳票（その 1）資格関係等 ＯＣＲ用 

 

※ 用紙が必要な場合は、所在地の支払基金支部へお問合せください。 

 
【再審査等請求内訳票（その 1）資格関係等の注意事項】 

① 保険者番号・公費実施機関番号を記載してください。 

② 整理番号は印刷済です。 

③ 『 18 』 資格喪失後の受診（マイナ保険証を除く） 

資格喪失年月日及び証回収年月日を必ず記載してください。証未回収、証

回収前受診、証回収が月の途中等の場合は、保険医療機関の了解を得た上で

提出してください。なお、理由欄に了解を得た旨（連絡年月日、保険医療機

関担当者名等）を記載してください。 

記載のない場合は、原審どおりとして保険者等あてに一旦返送するので、

必要事項を記載の上で改めて再審査等請求してください。 

④ 『 19 』 重複請求 

重複請求の場合は、重複となるレセプト原本全ての提出が必要となります。

（レセプトは、必ず全てをまとめ、提出してください。）なお、再審査等請

求内訳票は、全てのレセプトに貼付してください。 

別紙 11 

① 

③ 

② 

⑤ 

④ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑩ 

⑨ 

⑪ 

⑫ 

⑭ 

⑬ 

文字枠内に記載 

※ 申出番号をレ点チェックしてください。 

再審査等請求の理由番号については、 

「Ⅵ 再審査等請求内訳票の理由番号と 

主な内容」。 
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⑤ 『 24 』 その他 

項目番号 11～25（24 を除く。）に該当がない場合に使用します。使用され

る場合は、理由欄に再審査等請求内容を具体的に記載してください。 

⑥ 『 25 』 医療機関からの取下げ依頼による 

保険医療機関等からの取下げ依頼、又は、公費実施機関からの再審査等請

求（資格関係等）により支払基金から「取下げ」として返付依頼したもので

す。支払基金が送付した明細書返付書をレセプトに添付してください。 

※ Ｐ38 『別紙 15 明細書返付依頼書「取下げ」』 

Ｐ41 『別紙 18 レセプトへの「明細書返付書」貼付箇所』 

 

【ＯＣＲ様式の記載事項】 

⑦ 保険者番号・公費実施機関番号 

⑧ 理由番号 

⑨ 診療年月・区分 

⑩ 都道府県番号・点数表番号・医療機関コード 

⑪ 記号・番号 

⑫ 患者氏名 

※ レセプトに記載してある患者氏名を記載してください。 

⑬ 決定点数・日数 

※ 入院の場合は、食事療養・標準負担額の記載をしてください。 

⑭ 取下げ整理番号 

※ 保険医療機関等からの「取下げ」の依頼によるものの場合、返付依頼書

整理番号を記載してください。 
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④ 

再審査等請求内訳票（その 2）診療内容・事務上 ＯＣＲ用 

 

※ 用紙が必要な場合は、所在地の支払基金支部へお問合せください。  

 

【再審査等請求内訳票（その 2）診療内容・事務上の注意事項】 

① 保険者番号・公費実施機関番号を記載してください。 

② 整理番号は印刷済です。 

③ 『 60 』 診療内容に関するもの 

請求理由欄に具体的に記載してください。 

再審査等請求レセプトに参考レセプトを添付する場合は、レセプト原本で

はなく、写レセプトに「写」の表示をして添付してください。 

④ 『 41 』 必要項目の記載もれ 

診療行為等に対するコメント等の記載がもれているものです。請求理由欄

に具体的に記載してください。 

⑤ 『 52 』 医療機関からの再審査請求による 

保険医療機関等からの再審査等請求により支払基金から「再審査」として

返付依頼したもの、又は、公費実施機関からの再審査等請求（診療内容等・

別紙 12 

① ② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

支払基金の再審査結果が記載されます。 

※  「Ⅷ 再審査等結果通知」参照。 

文字枠内に記載 

※ 申出番号をレ点チェックしてください。 

再審査等請求の理由番号については、「Ⅵ 再

審査等請求内訳票の理由番号と主な内容」。 



 - 35 - 

突合再審査）により支払基金から「再審査」として返付依頼したものです。

支払基金が送付した明細書返付書をレセプト原本に添付してください。 

※ Ｐ39『別紙 16 明細書返付依頼書 再審査「一次審査・再審査」』 

Ｐ40『別紙 17 明細書返付依頼書 再審査「突合再審査」』 

Ｐ41『別紙 18 レセプトへの「明細書返付書」貼付箇所』 

 

【ＯＣＲ様式の記載事項】 

⑥ 保険者番号 

⑦ 理由番号 

⑧ 診療年月・区分 

⑨ 都道府県番号・点数表番号・医療機関コード 

⑩ 記号・番号 

⑪ 患者氏名 

※ レセプトに記載してある患者氏名を記載してください。 

⑫ 決定点数 

※ 入院の場合は、食事療養・標準負担額の記載をしてください。 

⑬ 取下げ整理番号 

※ 保険医療機関等からの「再審査」の依頼によるものの場合、明細書返付

依頼書の整理番号を記載してください。 
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調剤報酬請求についての審査請求内訳票 ＯＣＲ用 

※ 用紙が必要な場合は、所在地の支払基金支部へお問合せください。  

【調剤報酬請求についての審査請求内訳票の注意事項】 

① 保険者番号・公費実施機関番号を記載してください。 

② 整理番号は印刷済です。 

③ 再審査等の申出内容を明確に具体的に記載してください。 

調剤審査を請求する医科、歯科、又は、調剤レセプトに調剤審査以外の診

療内容（調剤技術料や薬学管理料に関するもの）に関する再審査請求事由が

あるときは、「調剤報酬請求についての審査請求内訳票」にその事由を併記

してください。支払基金で再審査も並行して行います。 

再審査等請求レセプトに参考レセプトを添付する場合は、レセプト原本で

はなく、写レセプトに「写」の表示をして添付してください。 

【ＯＣＲ様式の記載事項】 

④ 保険者番号・公費実施機関番号 

⑤ 診療年月・区分 

⑥ 都道府県番号・点数表番号・医療機関コード 

⑦ 記号・番号 

⑧ 患者氏名 

※ レセプトに記載してある患者氏名を記載してください。 

⑨ 決定点数 

別紙 13 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

※  医科又は歯科レセプト原本と調剤レセプト原

本のペアで請求となるため、調剤報酬請求に

ついての審査等請求内訳票は、医科又は歯科

レセプトへ添付。  

支払基金の再審査結果が 

記載されます。 

※  「Ⅷ 再審査等結果 

通知」参照 

文字枠内に記載 
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レセプトへの「再審査等請求内訳票」貼付箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傷病名欄が隠れないように貼付 

レセプトに続紙がある場合の 

ホチキス止め位置 

ホチキス止め位置 

別紙 14 
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明細書返付依頼書・明細書返付書 「取下げ」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【注意事項】 

① 返付理由 取下げ 

保険医療機関等からの取下げ依頼、又は、公費実施機関からの再審査等請

求（資格関係等）により支払基金から「取下げ」として返付依頼したもので

す。支払基金が送付した明細書返付書をレセプト原本に添付して提出してく

ださい。 

※ Ｐ41『別紙 18 レセプトへの「明細書返付書」貼付箇所』 

 

② 摘要欄の使用について 

支払基金へ再審査依頼中等の理由によりレセプトの提出ができない場合

は、必ずその理由を記載して支払基金へ明細書返付書を返付してください。 

理由の記載がない場合は、明細書返付書を返却する場合があります。 

 

別紙 15 
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明細書返付依頼書・明細書返付書 再審査「一次審査」・「再審査」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【注意事項】 

① 返付理由 再審査 

保険医療機関等からの再審査等請求、又は、公費実施機関からの再審査等

請求（診療内容等）により支払基金から「再審査」として返付依頼したもの

です。支払基金が送付した明細書返付書をレセプト原本に添付して提出して

ください。 

※ Ｐ41『別紙 18 レセプトへの「明細書返付書」貼付箇所』 

 

② 摘要欄の使用について 

支払基金へ再審査依頼中等の理由によりレセプトの提出ができない場合

は、必ずその理由を記載して支払基金へ明細書返付書を返付してください。 

理由の記載がない場合は、明細書返付書を返却する場合があります。 

 

別紙 16 
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明細書返付依頼書・明細書返付書 再審査「突合再審査」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【注意事項】 

① 返付理由 再審査 

保険医療機関等からの再審査等請求、又は、公費実施機関からの再審査等

請求（突合再審査）により支払基金から「再審査」として返付依頼したもの

です。支払基金が送付した明細書返付書をレセプト原本に添付して提出して

ください。 

※ Ｐ41『別紙 18 レセプトへの「明細書返付書」貼付箇所』 

② 再審査等対象種別 突合再審査 

突合再審査の場合は、医科又は歯科レセプト原本と調剤レセプト原本のペ

アで提出となります。 

なお、ペアとなる調剤レセプトは、②※欄の医療機関分であるか確認願い

ます。 

③ 摘要欄の使用について 

支払基金へ再審査依頼中等の理由によりレセプトの提出ができない場合

は、必ずその理由を記載して支払基金へ明細書返付書を返付してください。 

理由の記載がない場合は、明細書返付書を返却する場合があります。 

別紙 17 
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レセプトへの「明細書返付書」貼付箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 18 

クリップ又はホチキス止め位置 
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再審査等請求書（資格関係等） ＯＣＲ用 

 

※ 用紙が必要な場合は、所在地の支払基金支部へお問合せください。 

別紙 19 

作成した日付を記載 

保険者（実施機関）番号を記載 

保険者（実施機関）名を記載 
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再審査等請求書（診療内容・事務上） ＯＣＲ用 

 

※ 用紙が必要な場合は、所在地の支払基金支部へお問合せください。  

別紙 20 

保険者（実施機関）番号を記載 

保険者（実施機関）名を記載 

作成した日付を記載 
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調剤報酬請求についての審査請求書 ＯＣＲ用 

 

※ 用紙が必要な場合は、所在地の支払基金支部へお問合せください。  
 

 

 
 

別紙 21 

保険者（実施機関）番号を記載 

保険者（実施機関）名を記載 

作成した日付を記載 

⑴ 「調剤報酬請求についての審査請求内訳票」を貼付し

たレセプトの保険医療機関の所在する都道府県によっ

て、自県分、他府県分を区別 

⑵ 医科又は歯科レセプトと調剤レセプト双方の審査結

果に異議があり、保険医療機関と保険薬局の所在する都

道府県が異なる場合は、保険医療機関の所在する都道府

県により、自県分、他府県分を区別 

⑶ 再審査等請求書の件数欄の記入は、医科又は歯科レセ

プトと調剤レセプトをペアで 1 件として記入 
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再審査等請求書の編綴方法 

 

 再審査等請求書（自県分、他府県分別に資格関係等、診療内容・事務上、調剤

報酬）は、区分ごとに再審査等請求書の添付が必要です。 

 下図は、自県分・資格関係等の編綴例です。他の区分についても同様に編綴し

てください。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クリップ等止め位置 

自県分 資格関係 本人 

自県分 資格関係 家族（六歳） 

家族 

自県分 資格関係 高齢者（７割） 

高齢者（一般） 

再審査等請求書は上部に添付 

※ 詳しい記載方法は、Ｐ42～44。 

別紙 22 
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Ⅴ 公費実施機関からの連名簿に 

よる再審査等請求 
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1 連名簿による再審査等請求の取扱い 

連名簿による再審査等請求とは、医療保険と公費負担医療の併用レセプト

（２以上の公費負担医療に係る併用レセプトの従たる公費実施機関のレセプ

トを含みます。）に係る公費実施機関からの再審査等請求となります。 

このため、公費実施機関による再審査等請求は、公費単独医療のレセプトに

よるものと、併用レセプトに係る連名簿によるものがありますが、いずれの場

合であっても、請求形態及び必要な書類の作成手続は前述の「Ⅲ 電子媒体に

よる再審査等請求」及び「Ⅳ ＯＣＲ様式による再審査等請求」と差異はあり

ません。 

なお、連名簿による再審査等請求は、その受取り形態（紙媒体又はＣＳＶ形

式データ）により、申出方法が異なります。 

 

2 連名簿受取り形態別の申出方法 

⑴ 「紙媒体」にて連名簿を受取る公費実施機関 

ア 連名簿のコピーに再審査等を請求する該当受給者に、赤でアンダーライ

ン等の表示をしてください。 

イ 再審査等請求内訳票の貼付は、前アの連名簿コピーの用紙左上隅にホチ

キス止めしてください。 

※ 連名簿 1 ページ中に複数の再審査等請求対象があるときは、それぞれ

連名簿コピーを作成し、再審査等請求内訳票を貼付してください。 

 ⑵ 「オンライン」又は「電子媒体」にて連名簿（ＣＳＶ形式）を受取る公費

実施機関 

ア 公費実施機関で作成した帳票による場合 

(ｱ) 該当受給者の資格情報等を記載した帳票を連名簿の代用として使用

願います。この場合の帳票については、被用者保険の保険者に当該レセ

プトの返付依頼を行う上で必要な情報（別紙 23）を記載願います。 

なお、連名簿（ＣＳＶ形式）データを貼り付けることにより、連名簿

（簡易版）を出力できるツールを社会保険診療報酬支払基金ホームペー

ジ（http://www.ssk.or.jp/）に用意していますので、必要に応じ活用

願います。 

※ Ｐ51『別紙 23 公費実施機関で作成する帳票に記載する項目』 

Ｐ53『別紙 24 支払基金ツール出力による連名簿イメージ』 

(ｲ) 前(ｱ)により作成した帳票に再審査等請求内訳票を用紙左上隅にホチ

キス止めにて貼付してください。 

イ 紙レセプト（写）による場合 

(ｱ) 「電子レセプト（ＣＳＶ情報）」から紙レセプト（写）の再現が可能
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な場合、又は、レセプト電子データ提供の画像データを申し込まれてお

り紙レセプト（写）の出力が可能な場合は、再現した紙レセプト（写）

を連名簿の代用として使用願います。 

(ｲ) 前(ｱ)により再現した紙レセプト（写）に再審査等請求内訳票を貼付

してください。 

※ Ｐ19『別紙 4 レセプトへの「再審査等請求内訳票」貼付箇所』 

 

 

 

 

連名簿による再審査等請求については、帳票に記載された内容を基に

被用者保険の保険者にレセプトの返付依頼を行うため、連名簿データに

公費受給者氏名、生年月日、被用者保険の記号・番号、他公費実施機関

の受給者番号等の記載がない場合についても、可能な限り受給者番号等

より特定の上、記載願います。 

また、その他の記載事項（別紙 23 の項目）についても、もれのない

ようご注意願います。 

 

 

3 再審査等請求書及び編綴 

レセプトは、自県分（保険者等と保険医療機関等が同一の都道府県）・他府

県分（保険者等と保険医療機関等が異なる都道府県）別に編綴してください。 

なお、連名簿による請求と公費単独医療を併せて請求される場合は、各区分

の上部に連名簿による請求をまとめていただくようお願いします。 

※ Ｐ54 『別紙 25 再審査等請求書の編綴方法』 

支払基金からのお願い 
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公費実施機関で作成する帳票に記載する項目 

記載事項 

連名簿（ＣＳＶ形式）記録条件仕様 

項番 項目名 

患者情報 

患者氏名（漢字） 43 氏名 

生年月日 

33 元号 

34 生年 

35 生月日 

医療機関 

情報 

医療機関所在都道府県 7 請求者 都道府県番号 

医療機関点数表 8 請求者 点数表 

医療機関コード 9 請求者 医療機関コード 

公費負担 

医療情報 

公費実施機関番号 

3 実施機関番号 法別番号 

4 実施機関番号 都道府県番号 

5 実施機関番号 実施機関別番号 

公費受給者番号 6 受給者番号 

公費決定点数 23 決定点数（食事・生活基準額） 

（公費食事・生活基準額） 23 （決定点数（食事・生活基準額）） 

（公費食事・生活標準負担額） 26 
（一部負担金（食事・生活標準

負担額）） 

医療保険 

情報 

（他公費

実施機関

情報） 

医療保険者 

保険者番号 

（他公費実施機関番号） 

10 

（36） 

保険者番号 管掌番号 

（他公費実施機関番号 

法別番号） 

11 

（37） 

保険者番号 都道府県番号 

（他公費実施機関番号 

都道府県番号） 

12 

（38） 

保険者番号 保険者別番号 

（他公費実施機関番号 

公費実施機関別番号） 

医療保険の記号・番号 

（他公費の受給者番号） 

44 被保険者証の記号 

45 

（39） 

被保険者証の番号 

（他公費受給者番号） 

医療保険の決定点数 

（他公費の決定点数） 

46 

（40） 

医保決定点数 

（他公費決定点数） 

別紙 23 
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記載事項 

連名簿（ＣＳＶ形式）記録条件仕様 

項番 項目名 

レセプト 

情報 

連名簿の診療年月 

（連名簿（ＣＳＶ形式）の 

ファイル名の診療年月） 

28 基準診療年 

29 基準診療月 

レセプトの診療年月 
19 診療年 

20 診療月 

レセプトの区分 

（本人・家族等） 
13 入外コード 

 

※ 項番の括弧書は、２以上の公費負担医療に係る項番です。 
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支払基金ツール出力による連名簿イメージ  

 

 ※ 公費実施機関で作成いただく場合についても、同様の情報を記載願います。 

 

 

連名簿への「再審査等請求内訳票」貼付箇所 

 

※ 再審査等内訳票については、申出番号をレ点チェックの上、申出理由又は

申出内容を記載し、連名簿左上へ貼付願います。 

  なお、記載方法については、「Ⅲ 電子媒体による再審査等請求」及び「Ⅳ 

ＯＣＲ様式による再審査等請求」を参照願います。 

別紙 24 

ホチキス止め位置 
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再審査等請求書の編綴方法 

 
 
 

 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【電子媒体による編綴順序（上から）】 

 

再審査等請求書（電子媒体） 

 

資格関係 本人（連名簿） 

  〃   本人（レセプト） 

〃   家族（連名簿） 

〃   高齢者（連名簿） 

 

 

資格関係 本人（連名簿） 

  〃   本人（レセプト） 

〃   家族（連名簿） 

〃   高齢者（連名簿） 

 

 

診療内容・事務上 本人（連名簿） 

  〃       本人（レセプト） 

〃       家族（連名簿） 

〃       高齢者（連名簿） 

 

 

診療内容・事務上 本人（連名簿） 

  〃       本人（レセプト） 

〃       家族（連名簿） 

〃        高齢者（連名簿） 

 

 

突合再審査 本人（連名簿） 

  〃    本人（レセプト） 

〃    家族（連名簿） 

〃    高齢者（連名簿） 

 

 

突合再審査 本人（連名簿） 

  〃    本人（レセプト） 

〃    家族（連名簿） 

〃    高齢者（連名簿） 

 

自

県

分 

他

県

分 

自

県

分 

他

県

分 

自

県

分 

他

県

分 

【ＯＣＲによる編綴順序（上から）】 

 

再審査等請求書（資格関係） 

自県分 

本人（連名簿） 

   本人（レセプト） 

家族（連名簿） 

高齢者（連名簿） 

 

再審査等請求書（資格関係） 

他県分 

本人（連名簿） 

   本人（レセプト） 

家族（連名簿） 

高齢者（連名簿） 

 

※ 診療内容・事務上及び突合再審査

についても同様に編綴願います。 

別紙 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 再審査等請求内訳票の 

理由番号と主な内容 
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1 再審査等請求内訳票の理由番号と主な内容 

理由番号 主な内容 

11 記号・番号の誤り 

レセプト内容から当保険者の被保険者又は被扶

養者であると思われるが、記号、番号（公費負

担医療の場合は、受給者番号）が誤って請求さ

れているもの 

12 患者名の誤り 

レセプト内容から当保険者の被保険者又は被扶

養者であると思われるが、患者氏名欄（患者氏

名、性別又は生年月日）が誤って請求されてい

るもの 

13 認定外家族 

過去に被扶養者として認定していたが、当該レ

セプトの診療時には認定していない者について

請求されているもの 

※ 保険証を被扶養者用（個人カード等）に発行

している場合は、証回収年月日等を理由欄に記

載願います。なお、証回収以前等の受診の場合

は、保険医療機関等へ了解を得た旨併せて記載

願います。 

14 該当者なし 
レセプト内容に該当する被保険者又は被扶養者

が、過去も含め当該保険者には存在しないもの 

15 保険者番号と記号の不一致 記号の構成が当該保険者のものと異なるもの 

16 旧証によるもの 旧保険証によって請求されているもの 

17 本人・家族の誤り 
本人・家族等の種別が誤って請求されているも

の 

18 資格喪失後の受診 

1. 資格喪失のため、保険証を回収した後に保険

医療機関等が確認を怠ったことにより請求され

たもの 

2. 資格喪失のため、保険証を回収する前に保険

医療機関等に受診し請求されたもの（保険医療

機関等の了解が必要） 
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理由番号 主な内容 

19 重複請求 

 

※ レセプトは、必ず全てをま

とめ、提出してください。 

 

1. 同一被保険者又は被扶養者の同一診療年月

の外来レセプトが、同一保険医療機関等から 2

枚以上請求されたもの（歯科の未来院請求レセ

プトを除く。） 

2. 同一被保険者又は被扶養者の同一診療年月

の入院レセプトが、同一保険医療機関等から 2

枚以上請求されたもの 

20 給付対象外傷病（業務上） 
傷病名が業務上（労災等の給付対象外）で保険

請求されているもの  

21 給付対象外傷病（適用外） 
全ての傷病名が給付対象外で保険請求されてい

るもの 

22 老人保健・国保該当 
後期高齢者又は国民健康保険該当者分が被用者

保険で請求されているもの 

23 給付期間満了 

任意継続被保険者、日雇特例被保険者及び公費

負担医療等で予め給付期間が定められている場

合、給付期間満了後に保険請求されたもの 

24 その他 

1. レセプト内容から特例退職被保険者である

と思われるなど、保険者番号が誤って記録され

ているもの 

2. 医療保険との併用で請求すべきところを、公

費単独で請求されているもの 

3. 設定されている理由以外に、資格関係等の誤

りで保険医療機関等に返戻する必要があるもの 

25 

医療機関からの取下げ 

依頼による 

 

※ 支払基金から送付した明

細書返付書を添付してく

ださい。 

 

1. 保険医療機関等からの取下げ依頼により、支

払基金から「取下げ」として返付依頼されてい

るもの 

2. 公費実施機関からの再審査等請求（資格関係

等）により、支払基金から「取下げ」として返

付依頼されているもの 
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理由番号 主な内容 

60 診療内容に関するもの 
診療内容に関するもの 

※ 内容は具体的に記載してください。 

30 固定点数誤り 

厚生労働省告示・通知（点数表）に定められて

いる点数と異なった点数で請求されているも

の 

41 必要事項の記載もれ 
診療行為等に対するコメント等の記載がもれ

ているもの 

42 
区分、生年、診療開始日の 

誤り 

1. 診療行為等から区分（入院している病棟の

種類）が誤って請求されているもの 

2. 診療行為等から診療開始日が誤って請求さ

れているもの 

43 実日数の誤り 
診療行為等から診療実日数が誤って請求され

ているもの 

44 請求点数誤り 
横計、縦計又は他法負担額の計算が誤って請求

されているもの 

45 一部負担金の誤り 
診療開始日及び入院日等から一部負担金が誤

って請求されているもの  

46 
保険者番号欄の番号が 

他の保険者分であるもの 

他の保険者のレセプトが誤って請求されてい

るもの 

47 給付対象外傷病（適用外） 
一部の傷病名が給付対象外で、当傷病名に係る

診療行為等が保険請求されているもの  

49 調剤審査の再審査 
※ 「調剤報酬請求についての審査請求内訳票

（様式第 901 号の 3）」にて申出願います。 
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理由番号 内容 

50 その他 
設定されている理由以外の事務上に係る請求

によるもの 

51 老人保健公費負担割合誤り ※ 現在、使用していません。 

52 

医療機関からの 

再審査請求による 

 

※ 支払基金から送付した明細

書返付書を添付してくださ

い。 

 

1. 保険医療機関等からの再審査等請求によ

り、支払基金から「再審査」として返付依頼が

されているもの 

2. 公費実施機関からの再審査等請求（再審査）

により、支払基金から「再審査」として返付依

頼がされているもの 

 

調剤報酬請求についての審査 

（突合再審査） 

 

※ 調剤報酬請求についての審

査内訳票（様式第 901 の 3）

を添付してください。 

 

保険医療機関のレセプトと当該処方せんに係

る保険薬局のレセプトを突合した結果、不適切

な投薬が行われていると考えられるものに関

する審査請求 
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2 こんな時の理由番号は何番？ 
 

内容 理由番号 

事例 1 

名前や生年から、自保険者の被保険者に間違いないが、

記号・番号が間違っている場合。例えば、正しい被保険者の

記号が「100」であるが、「1000」の記載がされたレセプトの

場合。 

11 

事例 2 

名前や生年から、自保険者の被保険者に間違いないが、

既に交換交付により回収済みである「更新前の証の記号・番

号」が記載されている場合。 
16 

事例 3 

性別の間違い、生年の記載誤り（被保険者等の生年誤り）

がある場合。 

※ 「12」は患者名の誤りですが、氏名欄の記載に関す

ることとして、当該番号で整理することとします。 

  なお、年齢からみた診療行為との関係において誤っ

ている場合は、再審査等請求内訳票（その 2）の「42」

で請求願います。 

12 

事例 4 

被扶養者として認定していた者が就職等により、認定外

の家族となった以降の診療分の場合。 

※ 被保険者証の扶養者の欄から当該被扶養者名を抹消

した年月日が明らかな場合は、理由欄に補記願います。 

13 

事例 5 

名前や生年から、現在、被扶養者として認定している者

に間違いないが、当該レセプトの請求月においては、まだ扶

養者として認定されていなかった場合。 

※ 当該被扶養者を認定した年月日が明らかな場合は、

理由欄に補記願います。 

14 

事例 6 

高齢受給者等の一部負担金額について負担割合が誤って

いる場合。 

この場合は、保険医療機関が当該患者から高齢受給者等

の提示を受けたかどうかによって、申出理由コードを記載願

います。具体的には、事前に保険医療機関に連絡し、 

① 高齢受給者証の提示があったにも関わらず、記載を誤っ

た場合。 

② 高齢受給者証等が未交付であった場合など保険医療機

関にその責はない場合。 

なお、保険医療機関に返戻了解を取付け、理由欄に保

険医療機関担当者名、連絡年月日等を記載願います。 

 

 

①の場合 42 

②の場合 24 
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Ⅶ 質問に答えて  
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質問に答えて 
 

問１ 「１９重複請求」の場合は、請求があった複数のレセプトのうち、１枚を

残し（余分なレセプトについて）再審査請求すればよいか。 

 

（答） 重複請求された全てのレセプトに再審査等請求内訳票を貼付の上、再審

査請求願います。 

 

 

 

問２ 被保険者の異動等に伴って発生した資格喪失分レセプトについて、次に取

得している資格の保険者番号を知っている場合は、どのように再審査請求し

たらよいか。 

 

（答） 被保険者の異動等に伴って発生した資格喪失分レセプトについては、保

険医療機関等に再審査等請求内訳票の理由番号「18 資格喪失後の受診」に

より返戻（旧証回収前の場合は保険医療機関等の了解が必要です。）、又は、

平成 26 年 12 月 5 日付け厚生労働省通知「被保険者資格喪失後の受診によ

り発生する返還金の保険者間での調整について」により保険者間で調整す

る取扱いとされています。 

 

 

 

問３ 調剤レセプトの資格関係誤りに係る再審査請求において、保険薬局に電話

連絡等により事前了解を得なくとも当該レセプトの再審査請求を行うこと

としてよいか。 

 

（答） 調剤レセプトの資格喪失後受診に係る資格関係誤りの再審査請求に当た

っては、保険薬局に対し電話連絡等により事前了解を得た上で再審査請求

していただくようお願いします。 

なお、調剤レセプト以外の場合で、明らかに被保険者証の回収日以降の

資格喪失後受診である時は、保険医療機関等に対し電話連絡等により事前

了解を得る必要はありません。 
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問４ 家族分レセプトの再審査等請求を行うに当たって、保険証に記載されてい

る被保険者本人の氏名により請求してもよいか。 

 

（答） 再審査等の請求に当たっては、当該レセプト「氏名欄」に記載された姓

名を記載（入力）願います。 

なお、該当者なし等、氏名が誤っている場合においても、当該レセプト

「氏名欄」に記載された（誤った姓名）で請求願います。 

 

 

問５ 再審査等請求の申出期限はあるのか。 

 

 

（答） 迅速な再審査処理と支払事務の円滑な実施を推進するため、６か月以内

の申出にご協力願います。 

    ただし、保険者が６か月以内のレセプトの点検において再審査が必要な

事例を発見し、その事例を遡って点検を行った結果、６か月を超えたレセ

プトに同一の事例を発見した場合については、次のとおり取り扱います。 

① 算定誤り等事務上の明らかな誤りに関する事例については、この申出

期間にとらわれるものではありません。 

② 診療内容に関する事例については、基本的な考え方は前①と同様です

が、早期に処理する観点から、申出前に保険者所在の支払基金支部にご

連絡願います。 

 

   （参考）昭和 60 年 4 月 30 日 保険発第 40 号 庁保険発第 17 号 

       「社会保険診療報酬支払基金に対する再審査の申出について」 

 

問６ 支払基金から送付されてきた「再審査等受付状況整理票」と「再審査等結

果通知書」の請求理由が異なっているものがあるのはなぜか。 

 

（答） 再審査請求は、保険者からの申出の「請求理由」で受付処理を行い、「再

審査等受付状況整理票」を送付していますが、受付後にレセプトの内容を

確認した結果、基金において「請求理由」を変更する場合があります。 

例えば、再審査請求の理由が、保険者からは、「３０固定点数誤り」の

請求理由となっているものの、医学的な内容で審査委員会の判断でなけれ

ば処理ができない事例などにおいては、「診療内容に関するもの」として

処理を行い、基金において、請求理由を（「６０」に）変更しているケー

スがそれにあたります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅷ 再審査等結果通知 
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１ 再審査等結果通知書 

保険医療機関及び公費実施機関から申し出された再審査等請求の結果につ

いては、毎月 10 日頃、再審査等結果通知書（下図参照）により申出があった

保険者等に対して連絡します。 

再審査の結果、原審どおり又は査定となった理由について、コード（赤枠）

で表しています。コードの内容については、次の 2（Ｐ70「原審どおり理由コ

ード」）から 3（Ｐ76「査定事由」）を参照願います。 
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2 原審どおり理由コード 

⑴ 医科 

区 分 コード 事    由 

基本診療料 

10 

本症例の時間外・休日・深夜加算は、診療内容を通

覧し、急患等やむを得ない事情による診療であり妥

当と認めます。 

11 
診療内容を通覧して、初診料の算定は妥当と認めま

す。  

12 
本症例の一般症状又は診療内容から、やむを得ない

受診であり妥当と認めます。 

13 
当該指導料又は管理料の算定要件に照らして妥当

と認めます。 

14 
本症例の特定疾患処方管理加算は、厚生労働大臣の

定める対象疾患が主病であり妥当と認めます。 

15 
当該入院基本料は新たな入院であり、今回入院日を

起算日とします。  

薬剤 

20 
当該薬剤は、本症例に効能・効果（医学的有用性を

含む）を有する薬剤であり妥当と認めます。 

21 
当該薬剤は、本症例の一般症状及び病態を勘案して

妥当と認めます。  

22 
症状が重篤症例であるので内服・注射投与は妥当と

認めます。 

23 
速効性を必要とする症例であるので注射投与は妥

当と認めます。  

24 
当該薬剤は、適宜増減の薬剤であり、本症例に対し

許容量の範囲です。  
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区 分 コード 事    由 

薬剤 

25 

当該薬剤は、本症例の症状と一般的経過からみて、

投与期間が過剰とは認めません。 

26 

本症例に対する当該薬剤の同一薬効複数剤投与は、

作用機序がそれぞれ異なるため、適正な使用であり

妥当と認めます。 

27 

本症例に対する当該薬剤の投薬と注射（内服と外

用）の併用投与は、症状の記載等からみて、重症度

が考慮され、適正な使用であり妥当と認めます。 

28 

本症例に対する当該薬剤は、禁忌となっているが、

同一月の診療内容と症状を考えて必要性があり、慎

重投与されたものであることから妥当と認めます。 

処置・手術・麻酔 

40 
本症例の処置は、傷病名、部位等の診療内容からみ

て妥当と認めます。 

41 

本症例の複数の処置は、同一疾病又はこれに起因す

る病変に対して行われた行為ではないため、それぞ

れの処置点数で妥当と認めます。 

50 
本症例の手術は、傷病名、部位等の診療内容からみ

て妥当と認めます。 

51 
本症例の複数の手術は、別日又は異なる部位に対し

行われているため妥当と認めます。 

52 

本症例の複数の手術は、複数手術に係る費用の特例

に関する告示・通知に該当するため主たる手術のみ

の算定ではありません。 

53 
麻酔は、治療上不可欠な診療行為であり妥当と認め

ます。  

54 
本症例の神経ブロックは、傷病名の一般症状及び病

態を勘案し妥当と認めます。 

55 
診療内容を通覧して回数の算定について妥当と認

めます。 



- 72 - 

 

区 分 コード 事    由 

処置・手術・麻酔 56 

本症例の傷病名、部位等の一般症状及び病態を勘案

し、当該薬剤の使用は適応、用法及び用量とも妥当

と認めます。 

検査 

61 
本検査は、本症例の診断確定（鑑別診断を含む。）

及び治療経過の確認のため妥当と認めます。 

62 
本検査は、入院時、手術前及び観血検査時等の一般

的検査として妥当と認めます。 

63 

本症例に対する複数回の検査は、経過観察のため又

は傷病名の病態からみて必要であり過剰とは認め

ません。 

64 
本症例に対する同種の関連検査複数項目の施行は、

診断確定のため過剰とは認めません。 

画像診断 

70 
本画像診断は、初診時、入院時及び手術前等の一般

的診断として妥当と認めます。 

71 

本症例に対する画像診断時の造影剤使用は、本画像

診断を確実にするうえで必要であり妥当と認めま

す。 

72 
本症例に対する造影剤使用量は、本画像診断を確実

にするうえで必要であり過剰とは認めません。 

73 診療内容を通覧して過剰とは認めません。  

74 

本症例に対する複数回の画像診断は、診断確定及び

治療経過の確認のために必要であり過剰とは認め

ません。 

75 
本症例に対する複数のレントゲン撮影は、傷病名、

部位及び撮影条件等から一連ではありません。 

リハビリ 

テーション 
80 

本症例に対する理学療法と作業療法の併施は、傷病

名と診療内容よりみて妥当と認めます。 
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区 分 コード 事    由 

リハビリ 

テーション 

81 
本症例の理学療法は、傷病名に対する一般症状及び

病態を勘案し妥当と認めます。 

82 
本症例の理学療法は、診療内容からみて過剰とは認

めません。  

精神科 

専門療法 
83 

本症例の精神科専門療法は、診療内容からみて妥当

と認めます。  

入院時 

食事療養費 
90 

本症例の特別食加算は、入院時食事療養の基準等に

示された特別食であり妥当と認めます。 

その他 

92 
特定保険医療材料は、特定保険医療材料に関する告

示・通知の算定要件を満たすため妥当と認めます。 

93 
特定保険医療材料は、本症例の傷病名、部位及び手

術等を勘案し過剰とは認めません。 

94 医学的にみて妥当とされる事項です。  

95 

本症例は、希少疾患、重症例であり、他に有効な治

療法がないためご指摘の診療は医学的にみて妥当

と認めます。 

96 
傷病名に対する一般症状及び病態を勘案して妥当

と認めます。 

97 
点数表の告示・通知に照らし、算定ルール上妥当と

認めます。  

98 連絡項目により原審どおりとします。 
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⑵ 歯科 

区 分 コード 事    由 

基本診療料 

10 本例の初診、再診は妥当と認めます。  

11 
本例の基本診療料に係る加算は、傷病名部位、診療

内容等から判断して妥当と認めます。 

医学管理 12 
当該医学管理は、傷病名部位等から判断して妥当と

認めます。  

在宅 13 
当該訪問診療は、診療内容、摘要欄記載等から判断

して妥当と認めます。 

薬剤 

20 
当該薬剤は、本例に効能・効果を有する薬剤であり

妥当と認めます。  

21 

当該薬剤の用法、用量、投与日数又は投与回数は、

傷病名部位に対する一般症状と一般的経過を勘案

して妥当と認めます。 

処置・手術・麻酔 

40 
当該処置・手術は、傷病名部位、診療内容等から判

断して妥当と認めます。 

41 
当該処置・手術の回数は、傷病名部位、診療内容等

から判断して妥当と認めます。 

42 
本例の複数の手術は、異なる日又は異なる部位に対

し行われているため妥当と認めます。 

43 
本例の特定保険医療材料の算定は、傷病名部位、診

療内容等から判断して妥当と認めます。 

44 

本例の処置・手術に係る時間外・休日・深夜加算は、

緊急のためやむを得ない事情によるものであり妥

当と認めます。 
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区 分 コード 事    由 

処置・手術・麻酔 

45 

当該特定薬剤の用法、用量又は使用回数は、傷病名

部位に対する一般症状と一般的経過を勘案して妥

当と認めます。 

46 
当該麻酔料又は麻酔薬剤の使用量は、傷病名部位、

診療内容等から判断して妥当と認めます。 

歯冠修復 

及び 

欠損補綴 

50 
当該歯冠修復又は欠損補綴は、傷病名部位、診療内

容等から判断して、妥当と認めます。 

検査・画像診断 

60 
当該検査は、本例の診断名の確定及び症状の経過観

察のため必要であり妥当と認めます。 

61 
当該検査は、傷病名部位、診療内容等から判断して

妥当と認めます。 

70 
当該画像診断は、本例の診断名の確定及び症状の経

過観察のため必要であり妥当と認めます。 

71 
当該画像診断の所定点数での算定は、傷病名部位、

診療内容等から判断して妥当と認めます。 

その他 

90 連絡項目により原審どおりとします。  

91 
当該診療行為の保険診療の適用は、診療内容を通覧

して妥当と認めます。 
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3 査定事由 

区  分 事    由 

診
療
内
容
に
関
す
る
も
の 

Ａ 
療養担当規則等に照らし、医学的に保険診療上適応と

ならないもの 

Ｂ 
療養担当規則等に照らし、医学的に保険診療上過剰・

重複となるもの 

Ｃ 
療養担当規則等に照らし、Ａ・Ｂ以外で医学的に保険

診療上適当でないもの 

Ｄ 
告示・通知の算定要件に合致していないと認められる

もの 

事
務
上
に
関
す
る
も
の 

Ｆ 固定点数が誤っているもの 

Ｇ 請求点数の集計が誤っているもの 

Ｈ 縦計計算が誤っているもの 

Ｋ その他 

 

 

 


